
蒲郡市協働のまちづくり条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、協働のまちづくりの推進に関する基本理念（以下「基本理念」

という。）を定め、市民、市民活動団体、事業者及び蒲郡市（以下「市」という。）

の役割を明らかにするとともに、市民活動の活性化を図り、もって多様な価値観

を互いに認め、人間性を豊かにする地域社会の形成に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 協働のまちづくり 市民、市民活動団体、事業者及び市が、対等の立場にお

いて、互いの役割と特性を認識し、互いを尊重しながら共通の目的を達成する

ために協力することにより、自らが生活し、又は活動している地域を豊かで個

性のあるものにしていく活動をいう。 

⑵ 市民活動 営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与す

ることを目的とし、継続的かつ自発的に行われる活動であって、その活動が次

のいずれにも該当しないものをいう。 

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主た

る目的とするもの 

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的と

するもの 

ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する

公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）

若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対するこ

とを目的とするもの 

⑶ 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者及び協働のまちづくりに関与

する者をいう。 

⑷ 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体をいう。 

⑸ 事業者 営利を目的とする事業を営む個人又は法人であって、その事業を主

として市内で行うものをいう。 

⑹ 参画 協働のまちづくりの担い手として責任を持って主体的に行動すること



をいう。 

（基本理念） 

第３条 協働のまちづくりは、市民、市民活動団体、事業者及び市が第１条の目的

を達成するため、対等の立場で互いに連携し、及び協力して行うものとする。 

（市民の役割） 

第４条 市民は、基本理念に基づき、市民活動への理解を深め、協働のまちづくり

に参加又は参画するよう努めるものとする。 

（市民活動団体の役割） 

第５条 市民活動団体は、基本理念に基づき、自らの社会的意義と責任を自覚し、

市民活動に取り組むとともに、その活動が広く市民又は事業者に理解されるよう

努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として協働のまちづくりに

参加又は参画するよう努めるものとする。 

（市の役割） 

第７条 市は、基本理念に基づき、協働のまちづくりに関する施策を策定し、及び

実施するものとする。 

２ 市は、協働のまちづくりに関する情報を積極的に提供するとともに、協働のま

ちづくりを推進するための体制の整備に努めるものとする。 

（市の施策） 

第８条 市は、前条の規定に基づき、次の各号に掲げる施策の実施に取り組むもの

とする。 

⑴ 市政への参加の機会を提供すること。 

⑵ 市民活動のための場所を提供すること。 

⑶ 協働のまちづくりに関する情報を収集し、及び提供すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、協働のまちづくりの推進に関し、市長が必要と

認めること。 

（がまごおり協働まちづくり基金の設置） 

第９条 市は、協働のまちづくりに関する事業の推進を図るため、がまごおり協働

まちづくり基金（以下「基金」という。）を設置する。 

２ 基金として積み立てる額は、蒲郡市一般会計歳入歳出予算で定める額とし、協



働のまちづくりに関する寄附金及び一般財源によるものとする。 

３ 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により

保管しなければならない。 

４ 基金の運用から生ずる収益は、蒲郡市一般会計歳入歳出予算に計上して、この

基金に編入するものとする。 

５ 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利

率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

６ 基金は、協働のまちづくりに関する事業の実施に必要な経費の財源に充てる場

合に限り、処分することができる。 

（がまごおり協働まちづくり会議の設置） 

第１０条 市長は、協働のまちづくりの推進に関する事項を調査審議させるため、

がまごおり協働まちづくり会議を置く。 

２ がまごおり協働まちづくり会議の組織、所掌事務及び構成員並びにその運営に

関し必要な事項は、市長が規則で定める。 
（雑則） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２１年１月１日から施行する。 


